
                                                                       

 淡路家畜保健衛生所ほか３施設の電力調達 

（再生可能エネルギー100％）に係る仕様書 

                                                                                

１ 対象建物及び需要場所                                                    

（１）対象建物   別紙「対象施設の情報一覧」のとおり 

（２）需要場所     別紙「対象施設の情報一覧」のとおり 

                                                            

２ 業種及び用途  別紙「対象施設の情報一覧」のとおり 

 

３ 仕 様 

（１）電気供給方式、標準電圧、標準周波数、受電方式等 

ア 電気供給方式 

    イ 標準電圧（常時電力） 

    ウ 計量電圧（常時電力） 

    エ 標準周波数                 別紙「対象施設の情報一覧」のとおり 

  オ  受電方式 

    カ  蓄熱設備 

    キ  自家発電設備 

  ク 電力構成 

    以下の A又は Bの電力（ＡとＢの混合による電力も可）とする。 

Ａ 非化石証書等を付けた FIT電力 100%の電力 

Ｂ 非 FIT電力（再生可能エネルギー由来）100%の電力 

※Aの電力は、非化石証書等（トラッキング付非化石証書（再エネ指定）、グリーン電

力証書又は再エネ電力由来 J-クレジット）が付いていることを条件とする。 

        ※Bの電力は、自らもしくは相対取引によって取得した再エネ指定の非 FIT非化石証

書が付いていることを条件とする。 

 

（２）契約電力及び予定使用電力量 

ア 契約電力 （契約上使用できる電気の最大電力をいい、 

３０分最大需要電力計により計測される値が  別紙「対象施設の情報一覧」 

原則としてこれを超えないものとする。）    のとおり 

イ 予定使用電力量 

 

（３）契約使用期間 

令和８年４月１日０時から令和９年３月３１日２４時まで 

 

（４）電力量の検針                                                            

ア 自動検針装置   

イ 計量器の仕様 

  

（５）需給地点                            別紙「対象施設の情報一覧」のとおり 

 

（６）電気工作物の財産分界点                                                  

 

（７）保安上の責任分界点                                                      



                                                                                                               

（８）単位及び端数処理 

料金その他を計算する場合の単位及びその端数処理は次のとおりとする。 

ア 契約電力及び最大需要電力の単位は、１キロワットとし、その端数は小数点以下第１位

を四捨五入する。 

イ 使用電力量の単位は、１キロワット時とし、その端数は小数点以下第１位を四捨五入す

る。 

ウ 力率の単位は、１パーセントとし、その端数は小数点以下第１位を四捨五入する。 

エ 料金その他の計算における合計金額の単位は、１円とし、その端数は切り捨てる。 

（９）提出書類 

  ① 契約締結後遅滞なく、様式１－１「電力等供給計画書（以下「計画書」という。）」及び

様式１－２を提出し、発注者の承認を得ること。なお、以下の②及び③で提出する様式を

任意のものとする場合は計画書提出時に提示すること。 

  ② 計量期間ごとに供給する電源情報（計画書に係る実績）について様式２を提出すること。 

③ 契約年度の上半期及び下半期分の非化石証書等による環境価値の移転を確認できる資料

について、様式３－１及び３－２を各半期末月（9 月及び 3 月）分の電力料金の請求と同

時期に提出すること。なお、３月分の請求については、様式３－１及び３－２の提出によ

り環境価値の移転について確認できた日に請求があったものとする。 

（１０）その他                                                                  

ア  力率は、契約期間中は１００％を保持する予定。 

  イ  「兵庫県の電力の調達に係る環境配慮方針」に基づき、環境に配慮した電気調達契約を

締結するため、評価項目の合計点数が７０点以上となり、「再生可能エネルギー電気の利用

の促進に関する特別措置法」附則第４条の規定による廃止前の「電気事業者による新エネ

ルギー等の利用に関する特別措置法」第８条第１項に規定する国からの勧告を受けないよ

う努めること。 

ウ 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給

条件については、需要場所を管内とする旧一般電気事業者が定める電気供給条件（ただし、

燃料費調整額、市場価格調整額の算定方法においては入札時の電気供給条件によるものと

する）又は、託送供給等約款による。 

エ 入札価格の算定にあたっては、燃料費調整額、市場価格調整額、再生可能エネルギー電

気の利用の促進に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこと。 

オ 入札価格の算定にあたっては、消費税率１０パーセントを前提とした単価を用いること

とし、消費税率引き上げに伴う単価変更については、別途協議の上決定する。 

カ 料金の請求は対象施設一括ではなく、施設ごとに分けて行うこと。（請求書の送付先は別

途指定する。） 

キ  この仕様書に定めのない事項については、別途、協議の上決定とする。 

 


